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重要事項説明書は、当事業所とサ－ビス利用契約の締結を希望される方に対して、

社会福祉法第７６条に基づき、当事業所の概要や提供されるサ－ビスの内容、契約上

ご注意いただくことを説明するものです。 

 

当事業所では、利用者に対して障害者自立支援法に基づく居宅介護、重度訪問介護、

同行援護、行動援護を提供します。当サ－ビスの利用は、原則として居宅生活支援費

の支給決定を受けた方が対象となります。 
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重 要 事 項 説 明 書 

社会福祉法人志布志市社会福祉協議会 指定 居宅介護事業所 

事業所番号 ４６１４１０００８１ 

鹿児島県志布志市志布志町志布志3222-1  電話099-472-1800 



1 事業者  

名 称 社会福祉法人 志布志市社会福祉協議会 指定居宅介護事業所 

所 在 地 鹿児島県志布志市志布志町志布志３２２２－１ 

電 話 番 号 

ＦＡＸ 

０９９－４７２－１８００    

０９９－４７２－１５９３ 

代 表 者 氏 名 会 長  溝 口 敏 久 

設 立 年 月 日 平成 １８ 年 １ 月 ４ 日 

２ 事業所の概要 

事業所の種類 居宅介護 ・ 重度訪問介護 ・ 行動援護 ・ 同行援護 

事業所の目的 

利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当事

業所が利用者に対して障害者自立支援法に基づく指定居宅介護

サービスを適切に提供することを目的とします。 

事業所の名称 社会福祉法人 志布志市社会福祉協議会指定居宅介護事業所 

事業所の所在地 鹿児島県志布志市志布志町志布志３２２２－１ 

電話番号 ０９９－４７２－１８００    

管理者の氏名 八代 政明   

事業所の運営方針 

利用者等の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介助そ

の他生活全般にわたる援助を行います。 

利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサ－ビスを

提供します。 

事業の実施にあたっては、市、保健、医療、福祉サ－ビスとの

綿密な連携を図り、総合的なサ－ビスの提供に努めます。 

開設年月日 平成１８年 １月 ４日 

事業所が行って 

いる他の業務 

指定居宅介護支援事業所 

平成30年２月15日指定  鹿児島県４６７１７００３９３号 

指定訪問介護事業所 

平成30年２月15日指定  鹿児島県４６７１７００４０１号 

指定訪問入浴介護事業所 

平成30年２月15日指定  鹿児島県４６７１７００４１９号 

指定通所介護事業所 

平成18年１月４日指定   鹿児島県４６７１７０００７０号 

３ 事業実施区域 

  通常の事業実施区域は、志布志市の区域とする。（ 

４ 営業時間 

営 業 日 月曜日～金曜日までとする。 

受 付 時 間 月曜日～金曜日 午前8時30分～午後5時１５分 

サ－ビス提供時間 月曜日～日曜日 午前7時～午後9時（24時間対応） 

※ ただし、営業日、時間外に要介護状態にある高齢者からサ－ビス提供の要請があっ

た場合には、この限りでない。 

 

 



５ 職員の体制 

〈主な職員の配置状況〉※職員の配置については、指定基準を尊守しています。 

職   種 常勤 非常 

勤 

常勤 

換算 

指定     

基準 

職務の内容 

１、 管理者 １名    事業の管理 

２、サ－ビス提供責任者 １名以上    事業の調整 

サ－ビス計画立案 

介護者の技術指導 

３、居宅介護従事者（ホ－ムヘルパ－） 

  ・居宅介護 

・重度訪問介護 

  ・行動援護 

  ・同行援護 

1名以上 3名以

上 

  介護の提供 

 当事業所では、利用者に対して指定訪問介護、指定訪問入浴介護、指定居宅介護を提

供する職員として、上記職種の職員を配置しています。 

 

６ 当事業所が提供するサ－ビスと利用料金 

（１）「居宅介護」とサ－ビス内容（契約書第３条・第４条参照） 

 当事業所では、下記のサ－ビス内容から「居宅介護計画」を定めて、サ－ビスを提供

します。 

「居宅介護計画」は、市が決定した居宅介護の「支給量」（「受給者証」に記載してあ

ります。）と利用者の意向や心身の状況を踏まえて、具体的なサ－ビス内容や利用者に

対するサ－ビス実施日などを記載しています。「居宅介護計画」は、利用者や家族に事

前に説明し、同意をいただくとともに、必要に応じていつでも見直すことができます。 

〈サ－ビス区分及びサ－ビス内容〉 

①身体介護（ご家庭に訪問し、入浴や排泄、食事などの介助をします。） 

 ○入浴介助▪清拭▪洗髪▪▪▪入浴の介助や清拭（体を拭く）や洗髪などを行います。 

 ○排泄介助▪▪▪排泄の介助、おむつ交換を行います。 

 ○食事介助▪▪▪食事の介助を行います。 

 ○衣類の着脱の介助▪▪▪衣類の着脱の介助を行います。 

○通院介助▪▪▪通院の介助を行います。 

○その他必要な身体介護を行います。 

※医療行為はいたしません。 

②家事援助（ご家庭に訪問し、調理、洗濯、掃除などの生活の援助を行います。） 

 ○調理▪▪▪利用者の食事の用意を行います。 

 ○洗濯▪▪▪利用者の衣類等の洗濯を行います。 

 ○掃除▪▪▪利用者の居宅の掃除や整理整頓を行います。 

 ○買い物▪▪▪利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。 

 ○その他関係機関への連絡など必要な家事を行います。 

※預金の引き出しや預け入れは行いません。（預貯金通帳・カ－ドはお預かりできませ

ん。） 

※利用者以外の方の調理や洗濯、利用者以外の方の居室や庭等などの敷地の掃除は原則



として行いません。 

③同行援護〈ガイドヘルプサ－ビス〉（通院や外出の介助を行います。） 

（視覚障害がある方及び脳性まひなどの全身性障害がある方など屋外での移動に著しい

制限のある方を対象としたサ－ビスです。） 

官公庁や銀行等の公共機関への用務など社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等社会参

加のための外出の援助を行います。 

※１日の範囲内で用務を終えるものを原則とし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外

出、通年かつ長期にわたる外出の介助はいたしません。 

④日常生活支援（身体介護や家事援助、見守りなど生活全般を支援します。） 

（脳性まひなどの全身性障害がある方など日常生活全般に常時の支援を要する方を対象

としたサ－ビスです。） 

身体介護、家事援助、見守り等を行います。具体的な内容は、身体介護、家事援助と同

様です。 

⑤その他、必要に応じて健康や日常生活上の状況をお伺いし、生活上のご相談や援助を

行います。 

 

（２）利用者負担額（契約書第５条参照） 

  上記サ－ビスにかかる利用料金に対しては、支援費が支給されます。支援費は、本

事業所が代理受領いたしますので、利用者から受給者証の記載内容に基づき、利用者

本人又は扶養義務者の負担能力に応じ市が決定する額（利用者負担額）をお支払いい

ただきます。 

 

<２人の訪問介護員により訪問を行った場合> 

☆１人の訪問介護員による介護が困難と認められる場合等で、利用者の同意のもと２人

の訪問介護員でサ－ビスを提供した場合は、２倍の利用者負担額をいただきます。 

 

< 利用者負担額の上限等について> 

☆支援費対象のサ－ビス（訪問介護員サ－ビス）利用者負担額は、市が上限を定めてい

ます。そのため、これらのサ－ビスのご利用状況により、当事業所への月々の利用者

負担額は変わることがあります。本事業者が代理受領を行った支援費額は、利用者に

通知します。 

 

＜償還払い＞ 

☆支援費額を事業者が代理受領を行わない場合は、市が定める支援費基準額の全額をい

ったんお支払いいただきます。この場合、利用者に「サ－ビス提供証明書」を交付し

ます。（「サ－ビス提供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの市に申請すると支援

費が支給されます。） 

 

（３）サ－ビス提供に要する実費負担額 

（支援費の対象とならない負担額）（契約書第５条参照） 

サ－ビス提供に要する下記の費用は、支援費支給の対象でありませんので、実費をい

ただきます。 

①「移動介護」や「通院介助」において訪問介護員に公共交通機関などの交通費のほ



か、入場料、利用料等が必要な場合（サ－ビスご利用時にその都度負担していただき

ます） 

（４）利用者負担額及び実費負担額の支払方法（契約書第５条参照） 

 前記（２）の費用は１ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月２０日までに下記

のいずれかの方法でお支払いください。（１ヶ月に満たない期間のサービスに関する利

用料金は、利用状況に基づいて計算した金額とします。） 

 

ア 当事業所職員の訪問時の現金支払い。 

イ 金融機関口座からの自動引き落とし 

  ご利用できる金融機関：ゆうちょ銀行 

 

（５）利用の中止、変更、追加（契約書第６条参照） 

 ① 利用予定日の前に、利用者の都合により、居宅介護計画で定めたサ－ビスの利用

を中止又は変更することができます。この場合にはサ－ビスの実施日の前日の午後

５時までに事業所に申し出てください。 

 ② 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされ

た場合、取消料として下記の料金をお支払いただく場合があります。 

但し利用者の体調不良等やむえない場合取消料はいただきません。 

 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 自己負担相当額 

 ③ 市が決定した「支給量」及び当該サ－ビスの利用状況によっては、サ－ビスを追

加することもできます。 

 ④ サ－ビス利用の変更・追加は、訪問介護員の稼動状況により利用者が希望する時

間にサ－ビスの提供ができないことがあります。この場合は、他の利用可能日時を

利用者に提示するほか、他事業所を紹介するなど必要な調整をいたします。 

 

（６）実費負担額の変更 

  実費負担額を変更する場合は、事前に説明します。 

 

７ サ－ビス利用に関する留意事項 

（１）訪問介護員について 

 ☆ サ－ビス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。ただし、実際のサ－ビス提

供にあたっては、複数の訪問介護員が交替してサ－ビスを提供します。利用者及び

その家族等に対してサ－ビス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。 

☆ 利用者から特定の訪問介護員を指名することはできませんが、訪問介護員につい

てお気づきの点やご要望がありましたら、お客様相談窓口等にご遠慮なく相談くだ

さい。 

（２）サ－ビス提供について 

 ☆ サ－ビスは「居宅介護計画」に基づいて行います。実施に関する指示・命令はす

べて事業者が行います。但し、実際の提供にあたっては、利用者の訪問時の状況・

事情・意向等について十分配慮します。 



 ☆ サ－ビス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用さ

せていただきます。（訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話も無償で使用させ

ていただきます。） 

 

（３）サ－ビス内容の変更 

 ☆ 訪問時に、利用者の体調不良等の理由で居宅介護計画サ－ビスの実施ができない

場合には、利用者の同意を得て、サ－ビス内容の変更をします。その場合、事業者

は、変更したサ－ビスの内容と時間に応じたサ－ビス利用料金を請求します。 

 

（４）受給者証の確認（契約書第３条参照） 

  「住所」及び「居宅利用者負担額」、「支給量」など「受給者証」の記載内容の変更

があった場合は速やかに訪問介護員にお知らせください。また、担当訪問介護員や

サ－ビス提供責任者が「受給者証」の確認をさせていただく場合には、ご提示くだ

さるようお願いします。 

 

（５）訪問介護員の禁止行為 

  訪問介護員は、サ－ビスの提供にあたっては、次に該当する行為は行いません。 

①医療行為 

②利用者もしくは家族等の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり 

③利用者もしくはその家族等からの金銭又は物品、飲食の授受 

④ご契約者の家族などに対するサ－ビスの提供 

⑤飲酒、喫煙及び飲食（移動介護等において利用者の同意を得て利用者と一緒に飲食を行

う場合は除きます。） 

⑥身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命又は身体を保

護するため緊急やむ得ない場合を除く。） 

⑦その他利用者もしくは家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動及びその他迷

惑活動 

 

８ サ－ビス実施の記録について 

（１）サ－ビス実施記録の確認 

本事業所では、サ－ビス提供ごとに、実施日時及び実施したサ－ビス内容などを記録

し、利用者にその内容のご確認をいただきます。内容に、間違いやご意見があればいつ

でもお申し出下さい。なお、居宅介護計画及びサ－ビス提供ごとの記録は、サ－ビス提

供日より５年間保存します。 

（２）利用者の記録や情報の管理・開示について（契約書第８条参照） 

本事業所では、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の

求めに応じてその内容を開示します。（開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利

用者の負担となります。） 

 

９ 損害賠償保険への加入（契約書第９条参照） 

本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

   保険会社名                 

   保険名                   



１０苦情の受付について（契約書第１４条参照） 

（１）当事業所における苦情の受付及びサ－ビス利用等のご相談 

（お客様相談係） 

 サ－ビスに対する苦情やご意見、利用料の支払いや手続きなどサ－ビス利用に関する

ご相談、利用者の記録等の情報開示の請求は以下の専用窓口で受け付けます。 

お客様相談係 苦情受付窓口（担当者） 居宅介護事業管理者 

受付時間 毎週月曜日～金曜日  ８：３０～１７：１５ 

苦情解決責任者 在宅介護課長 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

志布志市役所福祉部福祉課 

障害福祉係 

所在地  鹿児島県志布志市有明町野井倉1756番地 

電話番号 ０９９－４７４－１１１１ 

ＦＡＸ  ０９９－４７４－２２８１ 

受付時間 毎週月曜日～金曜日  

          ９：００～１６：００ 

鹿児島県社会福祉協議会 

福祉サ－ビス利用支援室   

（福祉サ－ビス運営適正化委員会） 

所在地 鹿児島市鴨池新町１番地７号 

電話番号 ０９９－２８６－２２００ 

ＦＡＸ  ０９９－２５７－５７０７ 

受付時間 毎週月曜日～金曜日 

     ９：００～１６：００ 

第３者委員会 

西園 則子 ０９９－４７２－１９７２（志布志町） 

坂ノ上きよ子０９９－４８７－８３５３（松山町） 

中村 睦子 ０９９－４７５－２０３４（有明町） 

 

 令和  年   月   日 

指定居宅介護サ－ビスの提供に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行い、重要事

項説明書の交付を行いました。 

 

社会福祉法人志布志市社会福祉協議会 指定 居宅介護事業所 

説明者職 サービス提供責任者  氏名            印 

 

令和  年   月   日 

私は、指定居宅介護サービスの提要に際し、本書面に基づいて事業者から重要事項の

説明を受け、指定居宅介護サ－ビスの提供開始に同意し、交付を受けました。 

 

利用者     住 所  

（契約者）    氏 名                   印 

 

 

利用者の家族  住 所  

（契約者の家族） 氏 名                   印 


